
弔慰基準表
平成29年4月1日改正秘書課
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二研修所教官（判事補）

司法研修所事務局長

司法研修所事務次長
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(備考）
l弔慰基準の異なる二以上の対象者に該当する者に対しては，それぞれに定める弔慰を重複しない限度で行う。
2打電は，原則として葬儀。告別式の翌日までに裁判所(下級裁を含む。 ）が報告を受けた場合に行う。
3表中6ないし9の対象者については， ’

4表中1ないし5の対象者に対する弔慰は■■■■とし，庁費から支出する。表中6ないし9の対象者に対する弔慰
は長官交際費から支出する。


